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農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に

登
載
を
希
望
す
る
人
は
、
選
挙
人
名

簿
登
載
申
請
書
を
鳥
取
市
農
業
委
員

会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

を
12
月
上
旬
に
各
農
家
に
郵
送
し
て

い
ま
す
の
で
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、申
請
書
が
郵
送
さ
れ
て
い
な

い
農
家
で
申
請
す
る
人
は
、鳥
取
市
農

業
委
員
会
、各
総
合
支
所
産
業
建
設
課

お
よ
び
Ｊ
Ａ
各
支
店
に
配
置
し
て
い

る
申
請
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

要
件　

昭
和
61
年
４
月
１
日
以
前
に

生
ま
れ
た
人
で
、
平
成
17
年
中
に
10

㌃
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
た
人

提
出
期
限　

平
成
18
年
１
月
10
日

（
火
）

問
い
合
わ
せ
先   

市
役
所
第
二
庁
舎

農
業
委
員
会
事
務
局
（
０
８
５
７
）

20

－

３
３
９
２

と
き　

１
月
９
日
（
月
・
祝
）
午
前

８
時
10
分
〜
午
後
１
時
40
分

コ
ー
ス　

鳥
取
駅
（
集
合
）　　

列
車

　

  

因
幡
社

～

犬
山
神
社
〜
川
中
〜 

市
ノ
瀬
〜
鳥
巣
〜
智
頭
〜
諏
訪
神
社

〜
智
頭　
　

 

列
車　
　

〜
鳥
取
駅（
歩

行
距
離
約
９

）

費
用　

１
０
５
０
円
（
交
通
費
）

※
弁
当
や
水
筒
、
雨
具
は
各
自
で
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

歩
こ
う
会
事
務
局

（
０
８
５
７
）
23

－

７
９
３
０

　

総
合
支
所
の
空
き
室
の
一
部
を
会

議
室
、
事
務
所
な
ど
に
利
用
い
た
だ

け
ま
す
（
た
だ
し
、
予
約
の
際
に
使

用
内
容
の
審
査
が
あ
り
ま
す
）。

　

な
お
、
予
約
方
法
、
料
金
、
利
用

時
間
な
ど
の
各
種
条
件
に
つ
い
て

は
、
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
ま
た

は
、
市
役
所
本
庁
舎
財
産
管
理
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
利
用
準
備
中
の
空
き
室
も

あ
り
ま
す
の
で
、
使
用
可
能
と
な
り

次
第
、
随
時
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

利
用
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
（
平
日
の
み
）

利
用
場
所　

国
府
町
（
旧
議
場
・
旧

議
員
控
室
〈
大
〉・
旧
議
員
控
室
〈
小
〉）

／
用
瀬
町
（
旧
議
会
事
務
局
室
・
旧
議

　　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
高

齢
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

な
ど
、
判
断
能
力
の
十
分
で
な
い
人

が
一
方
的
に
自
分
に
不
利
な
契
約
を

結
ば
な
い
よ
う
に
、
裁
判
所
か
ら
選

任
さ
れ
た
人
（
成
年
後
見
人
な
ど
）

が
、
本
人
の
不
十
分
な
判
断
能
力
を

補
い
、
保
護
す
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
し
た
く
て
も
、

身
近
に
申
し
立
て
る
親
族
が
い
な
か

っ
た
り
、
申
し
立
て
の
経
費
を
負
担

で
き
な
い
な
ど
の
理
由
が
あ
る
場
合

に
、
市
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て

を
行
い
、そ
の
費
用
を
負
担
し
ま
す
。

対
象
者　

身
寄
り
の
な
い
重
度
の
認

知
症
高
齢
者
や
知
的
障
害
者
な
ど

で
、
助
成
を
受
け
な
け
れ
ば
制
度
の

利
用
が
困
難
な
人

助
成
額　

申
し
立
て
に
必
要
な
経

費
・
後
見
人
な
ど
の
報
酬

※
利
用
者
本
人
の
資
力
に
よ
っ
て
は
返

還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁

舎
高
齢
社
会
課
（
０
８
５
７
）
20

－

３
４
５
３
／
市
役
所
駅
南
庁
舎

生
活
福
祉
課
（
０
８
５
７
）
20

－

３
４
７
１
／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健

課
（
上
記
参
照
）

　

補
装
具
給
付
（
修
理
も
含
む
）
の

申
請
を
し
た
場
合
、
次
の
人
の
利
用

者
負
担
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

対
象　

18
歳
以
上
の
市
民
税
非
課
税

世
帯
の
人
（
18
歳
未
満
の
人
お
よ
び

市
民
税
非
課
税
世
帯
以
外
の
人
は
変

更
あ
り
ま
せ
ん
）

変
更
時
期　

平
成
18
年
１
月
１
日
以

降
利
用
の
申
請
分

利
用
者
負
担　

変
更
前
：
無
料
↓
変

更
後
：
１
１
０
０
円

＊
補
装
具
と
は
、義
肢
、車
椅
子
、補
聴

器
お
よ
び
ス
ト
マ
用
装
具
な
ど
の
こ
と

で
、身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人
に
対
し
て
交
付
・
修
理
を
行

い
ま
す（
障
害
の
部
位
に
よ
っ
て
交
付

対
象
と
な
る
補
装
具
が
異
な
り
ま
す
）。

＊
対
象
者
が
世
帯
主
ま
た
は
ス
ト
マ

用
装
具
を
装
着
の
場
合
は
、
負
担
が

約
半
額
と
な
り
ま
す
。

市
役
所
駅
南
庁
舎
生
活
福
祉
課

（
０
８
５
７
）
20

－

３
４
７
１
／
各

総
合
支
所
福
祉
保
健
課（
上
記
参
照
）

情報ひろば
■各総合支所　
国府 （0857）39ー0555／福部 （0857）75ー2811
河原 （0858）76ー3111／用瀬 （0858）87ー2111
佐治 （0858）88ー0211／気高 （0857）82ー0011
鹿野 （0857）84ー2011／青谷 （0857）85ー0011

福　祉

補
装
具
給
付
制
度
の

利
用
者
負
担
の
変
更

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿
の

登
載
申
請

歩
こ
う
会
１
月
定
例
会

総
合
支
所
の
空
き
室
を

貸
し
出
し
ま
す

成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援

お知らせ


